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＜現在、児童手当を受給していない方＞
◇児童手当は、平成19年5月請求分から平成18年中の所得金額で受給資格を判定
します。

◇現在、児童手当を受給していない方であっても、所得変更に伴い、受給資格が
発生する可能性がありますので、申請の手続きをしてください。

対象 0歳～12歳到達後最初の3月31日までの児童（小学校6学年修了前の児童）
を養育している方

申請場所 市役所1階しあわせ推進課子ども係または、支所1階市民サービス課市
民福祉係

持ち物 認め印、保護者の保険証、保護者名義の通帳（郵便局以外）
申請期限 5月31日(木)
◇現在、児童手当を受給している方は、6月に現況届を提出してください。
＜4月1日から児童手当制度が拡充されました＞
●0歳以上3歳未満のお子さん

◇制度の改正に伴う、手続きの必要はありません。
しあわせ推進課子ども係　244-3120 市民サービス課市民福祉係　223-9213問 申 

変更前 変更後
第1子、2子

第3子以降

5,000円/月

10,000円/月（現行どおり）

10,000円/月

第1子、2子
第3子以降

5,000円/月（現行どおり）
10,000円/月（現行どおり）

●子育てサポートキャラバン
「くるクル」が巡回中です

時　午前10時～午後4時（28日(月)は、
午前10時～正午、午後2時～4時）

対象 0歳～就学前のお子さんとその
保護者

費用 無料
◇申し込みは不要です。直接会場へお
越しください。

◇上記以外の日程は、市ホームページ
（http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/）
をご覧ください。
明和第二保育園　243-8488
しあわせ推進課子ども係 244-3120

問 

◇お近くの公民館や公会堂に子育ての
指導員が遊具やおもちゃを持って訪
問する子育てサポートキャラバン
「くるクル」が巡回中です。

5月16日(水)

17日(木)

18日(金)

21日(月)

22日(火)

23日(水)

24日(木)

25日(金)

28日(月)

29日(火)

30日(水)

31日(木)

袋井東公民館

今井公民館

所日

明和第二保育園（午後は園庭のみ）

三川公民館

浅羽東公民館

浅羽西公民館

浅羽南公民館

宇刈いきいきセンター

笠原公民館

三川公民館

浅羽西公民館

方丈ふれあい会館

●緑のカーテンで夏を涼しく
～植物の種を配布します～

◇夏の窓辺をつる性の植物で覆い、環境
に優しい植物のカーテンを作り、冷房
の効率を高めることで、二酸化炭素の
排出量を減らすこ
とができ地球温暖
化の防止につなが
ります。

◇植物のカーテンを
育ててくれる方
に、植物の種を配布します。

対象 市内在住の方
種の種類 アサガオ、ルコウソウ、ニ
ガウリ、センナリヒョウタン

配布数量 各40袋程度（先着順）
配布開始 5月15日(火)～
配布場所 市役所2階環境政策課環境
企画係
環境政策課環境企画係　244-3135問 

●児童手当についてお知らせします 日程

◇市民病院小児科外来では、市民病院
の医師に加え、県立こども病院の小
児科医師が診療にあたっています。

●県立こども病院の医師が
診療しています

曜日
月
火
水

木

金

診療時間

午前8時30分～午後4時30分

午前8時30分～午後4時30分
午前9時30分～午後4時30分
午前8時30分～午後4時30分
午前9時30分～午後4時30分

担当医

市民病院医師

市民病院医師
こども病院医師
市民病院医師（※）
こども病院医師

市民病院管理課総務係　243-2511問 

◇平成20年に行われる成人式の日時
が決まりました。

日　1月13日(日)
時 受付午後1時～
所 エコパアリーナ
対象 昭和62年4月2日～昭和63年4
月1日生まれの方

◇詳細については、後日広報ふくろい
などでお知らせします。
生涯学習課生涯学習係
223-9268

問 

●平成20年成人式の
日時をお知らせします

（※）毎月、第2・4金曜日です。

問 は問い合わせ先 申 は申し込み先 はEメール

●3歳以上のお子さん


